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公 示

食品企業信頼確保対策推進事業（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ確立ｾﾐﾅｰ）の公募について

「食品企業信頼確保対策推進事業（ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ確立ｾﾐﾅｰ）」を平成 20 年度から実
施しており、本事業に参加する者（事業実施主体）を公募しますので、希望され
る方は、下記に従いご応募ください。

なお、この公募は、平成 21 年度予算により実施する事業に係るものですが、予
算成立後できるだけ早く事業を実施するため、予算成立前に行っているものです。
このため、今後変更があり得ますので、あらかじめご承知おきください。

記

１ 事業の趣旨
食品企業を巡る情勢は、食品企業に対して食品の安全性は当然のこと消費者

の信頼の確保が求められています。
このような消費者の信頼を確保するためには、食品の品質・衛生管理を適切

に実施するとともに、その適正さを客観的に検証し記録化する体制の構築や、
現場の実態に即したマニュアル・規定の整備及び実行、急激な環境変化に適応
して経営上の意思決定を適切に行っていく経営体制の確立、また、問題が生じ
た場合の適切な危機管理対応等が必要です。

これらの対応は、原則として各食品企業自身が取り組むべきものですが、一
食品企業の信用不安が一業種全体に拡がり特定の食料の供給に影響を及ぼす恐
れがあること、また、中小零細な企業が多数を占める産業構造の中で個々の事
業者にとっては負担が大きい部分がある等の状況があります。

このため、食品企業による消費者の信頼を確保するための各種取組を促進す
るために、コンプライアンスの確立に関する実践的なセミナーの開催し、食品
企業の健全な発展を図ることとします。

２ 事業の概要
食品企業において、社内の業務リスクを洗い出し、品質・衛生管理を中心と

した法令遵守体制、緊急時における対応方針の策定や対応体制、情報伝達体制
等社内体制を整備等が実践されるよう、食品企業を対象としたコンプライアン
ス確立のための実践的なセミナーを実施します。
① 企画検討

検証ビデオの作成、コンプライアンス確立セミナー実施のための企画検討
を行います。

② 検証ビデオの作成
食品企業のコンプライアンス意識の向上を図るため、実際のコンプライア

ンス違反事例の検証等を含めた啓発ビデオを作成し、セミナー教材等として
活用します。

③ セミナーの開催
食品企業のコンプライアンス体制の確立を図るため、品質管理・衛生管理、

表示等を中心とした法令遵守体制、クライシスマネジメント体制の確立等を
促進するために、専門家のカリキュラムを開発し、実践的なセミナーを開催
します。

３ 応募資格及び応募方法
下記の公募要領等をご参照ください。
・「平成 21 年度農林水産省総合食料局関係事業に係る公募要領」（以下、「公

募要領」という）
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＜参考＞
・（改正予定）食品産業競争力強化対策事業実施要領
・（改正予定）食品産業競争力強化対策事業関係補助金交付要綱
・（改正予定）食品企業信頼確保対策推進事業の運用について

４ 応募の期間
平成 21 年 2 月 5 日（木）～ 平成 21 年 3 月 6 日（金）17:00 までとします。

５ 補助金等の交付候補者の選定方法
公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、補助金等交

付候補者として１者を選定します。

６ 公募要領等を交付する日時及び場所
(1) 日時：平成 21 年 2 月 5 日（木）～ 平成 21 年 3 月 6 日（金）

10:00 ～ 12:00 及び 13:00 ～ 17:00 （土日、祝祭日を除きます）
(2) 場所：「10 問い合わせ先」

なお、公募要領等は、農林水産省のホームページから印刷することも可能
です。

７ 課題提案書等の提出期限等
(1) 提出期限：平成 21 年 3 月 6 日（金）17:00 必着
(2) 提出先：「10 問い合わせ先」
(3) 提出部数：・課題提案書(別紙様式１－１から１－４)･･･正１部、副８部

・団体の概要が分かる資料･･･９部

８ 課題提案会の開催
開催する場合には、応募者に対して事前に連絡します。

９ その他
本公示に記載なき事項は、公募要領等によるものとします。

10 問い合わせ先
〒 100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１
農林水産省総合食料局食品産業振興課調整指導班企画推進係（北別館６階ド
ア№北６１０）
電話：０３－３５０２－８１１１（内線：４１５３）
FAX：０３－３５０２－０６１４

以上公示する。
平成 21 年 2 月 5 日

農林水産省総合食料局長
町 田 勝 弘


